
衆
議
院
議
員
岡
田
克
也
君
提
出
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
憲
法
解
釈
変
更
等
に
係
る
経
緯
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
閣
議
決
定
に
関
し
て
内
閣
法
制
局
が
行
っ
た
業
務
は
、
①
平
成
二
十
五
年
二
月
に
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再

構
築
に
関
す
る
懇
談
会
（
以
下
「
安
保
法
制
懇
」
と
い
う
。
）
が
再
開
さ
れ
て
以
後
、
内
閣
法
制
次
長
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と

し
て
出
席
し
た
ほ
か
、
適
宜
内
閣
官
房
か
ら
議
論
の
状
況
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
②
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日
に
安

全
保
障
法
制
整
備
に
関
す
る
与
党
協
議
会
（
以
下
「
与
党
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
論
が
開
始
さ
れ
た
後
は
、
内
閣
官
房

か
ら
政
府
が
与
党
協
議
会
に
提
出
す
る
資
料
に
つ
い
て
事
前
又
は
事
後
に
送
付
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
受
け
る
と

と
も
に
、
担
当
者
間
で
意
見
交
換
を
す
る
な
ど
し
、
③
同
年
六
月
三
十
日
、
正
式
に
、
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
か
ら
当

該
閣
議
決
定
の
案
文
が
送
付
さ
れ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
、
所
要
の
検
討
を
行
っ
た
上
、
同
年
七

月
一
日
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
口
頭
で
、
意
見
は
な
い
旨

の
回
答
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
閣
法
制
局
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
す
る
文
書
と
し
て
、
安
保
法
制
懇
に
関
す
る

資
料
（
平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
記
者
会
見
に
関
す
る
資
料
を
含
む
。
）
、
当
該
閣
議
決
定
の
案



文
の
た
た
き
台
や
概
要
を
含
む
与
党
協
議
会
に
関
す
る
資
料
（
自
由
民
主
党
総
務
会
及
び
公
明
党
政
務
調
査
会
全
体
会
議
に

関
す
る
資
料
を
含
む
。
）
及
び
内
閣
法
制
局
が
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
か
ら
正
式
に
送
付
を
受
け
た
当
該
閣
議
決
定
の

案
文
に
つ
い
て
意
見
は
な
い
旨
の
回
答
を
す
る
に
当
た
っ
て
決
裁
を
行
っ
た
際
の
い
わ
ゆ
る
原
議
を
保
有
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
閣
議
決
定
で
示
さ
れ

た
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
等
に
お
い
て
立
案
さ
れ
た
条
文
案
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
一
月

以
降
、
担
当
者
間
で
説
明
を
聴
取
し
つ
つ
審
査
を
行
い
、
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
等
に
よ
り
必
要
な
修
正
が
加
え
ら
れ

た
そ
の
成
案
に
つ
い
て
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
年
五
月
十
四
日
、
閣
議
決
定
の
上
国
会
に
提
出
さ
れ

て
よ
い
と
認
め
る
旨
の
意
見
を
付
し
て
内
閣
に
上
申
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
こ
の
業
務
に
関
す
る

文
書
と
し
て
、
改
正
法
案
に
つ
い
て
内
閣
に
上
申
す
る
に
当
た
っ
て
決
裁
を
行
っ
た
際
の
い
わ
ゆ
る
原
議
の
ほ
か
、
審
査
経

過
ご
と
の
条
文
案
、
説
明
資
料
等
を
保
有
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て



一
に
つ
い
て
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
に
文
書
を
管
理
し
て
い
る
。


